
二
○
大
東
亜
戦
争

（
質
問
主
意
書
・
答
弁
書
）

第
四
に
つ
い
て

こ
の
呼
称
は
、
昭
和
二
○
年
八
月
一
五
日
以
降
も
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
同
年
一
二
月
一
五
日
の
い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
に
よ

り
、
公
文
書
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
た
め
、
当
時
、
「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
た
法
令
に

つ
い
て
は
、
こ
の
指
令
を
受
け
て
、
「
大
東
亜
戦
争
」
を
「
今
次
ノ
戦
争
」
に
改
め
る
措
置
が
採
ら
れ
た
。

な
お
、
そ
の
後
、
当
該
戦
争
の
統
一
的
呼
称
に
関
し
、
政
府
と
し
て
、
特
段
の
決
定
は
行
っ
て
い
な
い
。

メ
大
東
亜
戦
争
卜
呼
称
ス
」
と
し
て
、
決
定
さ
れ
た
。

昭
和
一
六
年
一
二
月
八
日
に
開
戦
と
な
っ
た
戦
争
の
、
支
那
事
変
を
も
含
め
た
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
は
、
同
月
一
二
日

■

の
閣
議
に
お
い
て
、
「
今
次
ノ
対
米
英
戦
争
及
今
後
情
勢
ノ
推
移
二
伴
上
生
起
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
戦
争
ハ
支
那
事
変
ヲ
モ
含

・
・
・
ま
た
、
御
指
摘
の
戦
争
の
呼
称
に
関
し
て
は
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
の
い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
を
受
け
、
法
令
中
の

「
大
東
亜
戦
争
」
の
文
言
を
『
今
次
ノ
戦
争
」
に
改
め
る
措
置
が
と
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
そ
の
後
、
当
該
戦
争
の
統
一

的
呼
称
に
関
し
、
特
段
の
決
定
は
行
っ
て
い
な
い
。

で

（
昭
六
二
・
五
・
一
五
対
滝
沢
幸
助
・
衆
）

團
《‐大

東
亜
戦
争

（
二
口
メ
モ
）
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（
参
考
資
料
）

○
今
次
戦
争
ノ
呼
稻
並
二
平
戦
時
ノ
分
界
時
期
等
二
付
テ
（
昭
和
一
六
年
一
二
月
一
二
日
閣
議
決
定
）

一
、
今
次
ノ
對
米
英
戦
争
及
今
後
情
勢
ノ
推
移
二
伴
上
生
起
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
キ
戦
争
ハ
支
那
事
愛
ヲ
モ
含
メ
大
東
亜
戦
争

（
国
会
答
弁
例
）

一
鯏
峰
棚
罐
削
鯏
柵
蝿
．
｜
一
際
鯏
一

○
藤
波
国
務
大
臣
昭
和
十
六
年
十
二
月
十
二
日
の
閣
議
に
お
き
ま
し
て
、
さ
き
の
大
戦
の
呼
称
を
大
東
亜
戦
争
と
す
る
と
い

う
旨
が
決
定
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
の
い
わ
ゆ
る
神
道
指
令
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
閣
議

を
経
て
、
戦
争
の
呼
称
を
今
次
の
戦
争
な
ど
と
変
更
し
て
現
在
に
至
っ
て
お
る
、
こ
う
い
う
経
緯
で
ご
ざ
い
ま
す
。

○
情
報
局
発
表
（
昭
和
一
六
年
一
二
月
一
三
日
付
け
朝
日
新
聞
に
よ
る
。
）

今
次
の
対
米
英
戦
は
、
支
那
事
変
を
も
含
め
大
東
亜
戦
争
と
呼
称
す
、
大
東
亜
戦
争
と
称
す
る
は
、
大
東
亜
新
秩
序
建
設

を
目
的
と
す
る
戦
争
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
し
て
、
戦
争
地
域
を
大
東
亜
の
み
に
限
定
す
る
意
味
に
非
ず

二
、
給
與
、
刑
法
ノ
適
用
等
二
關
ス
ル
平
時
、
戦
時
ノ
分
界
時
期
ハ
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
午
前
一
時
三
十
分
ト
ス

三
、
帝
國
領
土
（
南
洋
群
島
委
任
統
治
厘
域
ヲ
除
ク
）
ハ
差
當
リ
戦
地
ト
指
定
ス
ル
コ
ト
ナ
シ

但
シ
帝
國
領
土
ニ
在
リ
テ
ハ
第
二
號
二
關
ス
ル
個
々
ノ
問
題
二
付
其
他
ノ
状
態
ヲ
考
慮
シ
戦
地
並
二
取
扱
フ
モ
ノ
ト
ス

卜
呼
瀞
ス

急

墨
鯵 大

東
亜
戦
争

（
二
口
メ
モ
）
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○
「
神
道
指
令
』
（
抄
）

国
家
神
道
、
神
社
神
道
二
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
、
監
督
並
二
弘
布
ノ
廃
止
二
関
ス
ル
件

（
昭
和
二
○
年
一
二
月
一
五
日
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
参
謀
副
官
発
第
三
号
日
本
政
府
二
対
ス
ル
覚
書
）

一
、
国
家
指
定
ノ
宗
教
乃
至
祭
式
二
対
ス
ル
信
仰
或
ハ
信
仰
告
白
ノ
（
直
接
的
或
ハ
間
接
的
）
強
制
ヨ
リ
日
本
国
民
ヲ
解
放

ス
ル
為
二
戦
争
犯
罪
、
敗
北
、
苦
悩
困
窮
及
ビ
現
在
ノ
悲
惨
ナ
ル
状
態
ヲ
招
来
セ
ル
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
｝
一
対
ス
ル
強
制

的
財
政
援
助
ヨ
リ
生
ズ
ル
日
本
国
民
ノ
経
済
的
負
担
ヲ
取
り
除
ク
為
二
神
道
ノ
教
理
並
二
信
仰
ヲ
歪
曲
シ
テ
日
本
国
民
ヲ

欺
キ
侵
略
戦
争
へ
誘
導
ス
ル
タ
メ
ニ
意
図
サ
レ
タ
軍
国
主
義
的
並
二
過
激
ナ
ル
国
家
主
義
的
宣
伝
二
利
用
ス
ル
ガ
如
キ
コ

ト
ノ
再
ビ
超
ル
コ
ト
ヲ
防
止
ス
ル
為
二
再
教
育
二
依
ツ
テ
国
民
生
活
ヲ
更
新
シ
永
久
ノ
平
和
及
民
主
主
義
ノ
理
想
二
基
礎

ヲ
置
ク
新
日
本
建
設
ヲ
実
現
セ
シ
ム
ル
計
画
二
対
シ
テ
日
本
国
民
ヲ
援
助
ス
ル
為
二
弦
二
左
ノ
指
令
ヲ
発
ス
。

ル
ー
ワ

ニ
、
（
略
）

三
、
日
本
帝
国
政
府
ハ
一
九
四
六
年
三
月
十
五
日
迄
二
本
司
令
部
二
対
シ
テ
本
指
令
ノ
各
条
項
二
従
ツ
テ
取
ラ
レ
タ
ル
諸
措

置
ヲ
詳
細
二
記
述
セ
ル
総
括
的
報
告
ヲ
提
出
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
。

四
、
日
本
ノ
政
府
、
県
庁
、
市
町
村
ノ
凡
テ
ノ
官
公
吏
、
属
官
、
雇
員
並
ニ
ァ
ラ
ュ
ル
教
師
、
教
育
関
係
職
員
、
国
民
、
日

本
国
内
在
住
者
ハ
本
指
令
各
条
項
ノ
文
言
並
ニ
ソ
ノ
精
神
ヲ
遵
守
ス
ル
コ
ト
ニ
対
シ
テ
夫
々
個
人
的
責
任
ヲ
負
フ
ベ
キ
コ

ー
ド
’
○

イ
ー
リ
（
略
）

ヌ
公
文
書
二
於
テ
「
大
東
亜
戦
争
」
、
「
八
紘
一
宇
』
ナ
ル
用
語
乃
至
ソ
ノ
他
ノ
用
語
ニ
シ
テ
日
本
語
ト
シ
テ
ノ
ソ
ノ

意
味
ノ
連
想
ガ
国
家
神
道
、
軍
国
主
義
、
過
激
ナ
ル
国
家
主
義
卜
切
り
雛
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁

止
ス
ル
。
而
シ
テ
カ
カ
ル
用
語
ノ
即
刻
停
止
ヲ
命
令
ス
ル
。

ル
ー
ワ
（
略
） で

團
《‐大

東
亜
戦
争

（
二
口
メ
モ
）
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○
「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
文
言
の
改
正
例

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

内
閣
總
理
大
臣
男
爵
幣
原
喜
一

内
務
大
臣
三
土
串

大
藏
大
臣
子
爵
澁
澤
》

運
輸
大
臣
村
上
一

勅
令
第
百
三
十
九
號
（
官
報
三
月
十
四
日
）

左
二
掲
グ
ル
法
律
及
勅
令
中
「
大
東
亜
戦
局

「
大
東
亜
戦
争

喜
重

最
高
司
令
官
二
代
リ
テ

参
謀
副
官
陸
軍
大
佐

臨
時
船
舶
管
理
法

昭
和
二
十
一
年
三
月
十
四
日

内
閣
總
理
大
臣
男
爵
幣
原
喜
重
郎

昭
和
二
十
年

附
則

昭
和
二
十
年
法
律
第
十
九
號

昭
和
二
十
年
勅
令
第
六
十
七
號

昭
和
二
十
一
年
三
月
十
三
日

鯵

」 郎
忠
造
敬
三
義
一

ヲ
「
今
次
の
戦
争
」
’
一
改
ム

鱈
Ｈ
・
Ｗ
・
ア
レ
ン

霧 大
東
亜
戦
争

（
二
口
メ
モ
）
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大
藏
大
臣
子
爵
澁
澤
蝿

勅
令
第
百
四
十
二
號
（
官
報
三
月
十
四
日
）

左
二
掲
グ
ル
法
令
中
「
大
東
亜
戦
争
」
ヲ

子
爵
澁
澤
敬

臨
時
利
得
税
法

臨
時
軍
事
費
特
別
會
計
法

納
税
施
設
法

特
別
法
人
税
法

臨
時
通
貨
法

臨
時
資
金
調
整
法

臨
時
租
税
措
置
法

國
有
財
産
法

外
資
金
庫
法

企
業
整
備
資
金
措
置
法

政
府
職
員
共
濟
組
合
令

會
計
規
則
等
戦
時
特
例

軍
需
金
融
等
特
別
措
置
法

昭
和
十
二
年
法
律
第
九
十
四
號

昭
和
十
三
年
法
律
第
二
十
二
號

昭
和
十
四
年
法
律
第
三
十
一
號

昭
和
十
五
年
法
律
第
六
十
九
號

(ｰ

三
「
今
次
ノ
戦
争
」
｝
一
改
ム

リ

團
(‐大

東
亜
戦
争

（
二
口
メ
モ
）

－197－



○
「
太
平
洋
戦
争
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
現
行
法
令

①
沖
縄
県
の
区
域
内
に
お
け
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明
確
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
注
）
最
近
ま
で
「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
た
法
令
と
し
て
は
、
許
可
認
可
等
臨
時
措
置
法
（
昭
一
八
・
三

・
一
八
法
七
六
）
が
あ
っ
た
が
、
行
政
事
務
に
関
す
る
国
と
地
方
の
関
係
等
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
平
三

・
五
・
二
一
法
七
九
）
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
（
廃
止
に
係
る
規
定
の
施
行
は
平
四
・
五
・
二
○
）
・
こ
れ
に
伴
い
、
同
法

に
よ
り
民
法
（
明
二
九
法
八
九
）
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
法
人
に
係
る
主
務
官
庁
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
定
（
民
法

に
よ
り
民
法
（
明
二
九
法
八
九
）
の

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

○
旧
許
可
認
可
等
臨
時
措
置
法
（
昭
一
八
・
三
・
一
八
法
七
六
）

①
大
東
亜
戦
争
二
際
シ
行
政
簡
素
化
ノ
為
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
り
法
律
ニ
依
り
許
可
、
認
可
、

許
、
特
許
、
承
認
、
検
査
、
協
議
、
届
出
、
報
告
等
ヲ
要
ス
ル
事
項
二
付
左
二
掲
グ
ル
措
置
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

許
、
特
許
、
一

第
八
三
条
の
二
等
）
が
整
備
さ
れ
た
。

臨
時
資
金
調
整
法
特
例

昭
和
十
九
年
勅
令
第
二
百
四
十
五
號

昭
和
十
九
年
勅
令
第
三
百
二
十
一
號

昭
和
二
十
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
號

一
～
六
（
略
）

２
．
３
（
略
）

附
則鐘

爵
零 大

東
亜
戦
争

（
二
口
メ
モ
）
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②
沖
縄
県
の
区
域
内
に
お
け
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
の
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
の
明
確
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
位
置
境
界
不
明
地
域
」
と
は
、
沖
縄
県
の
区
域
内
に
お
い
て
、
太
平
洋
戦
争
に
よ
る
破

壊
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
為
に
よ
っ
て
、
土
地
の
形
質
が
変
更
さ
れ
、
又
は
土
地
登
記
簿
及
び
地
図
が
滅

失
し
た
こ
と
に
よ
り
、
各
筆
の
土
地
の
位
置
境
界
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
と
な
っ
た
土
地
が
広
範
に
存
在
す
る
地
域
と

し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
沖
縄
開
発
庁
長
官
又
は
防
衛
施
設
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
を
い
う
。

２
．
３
（
略
）

行
令
（
昭
五
一

（
財
政
措
置
）

（
昭
五
二

第
十
三
条
国
は
、
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
位
置
境
界
不
明
地
域
内
に
あ
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
道
路
を
構

成
す
る
敷
地
で
あ
る
土
地
の
う
ち
太
平
洋
戦
争
の
開
始
の
日
か
ら
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
効
力
発
生
の
日
の
前
日
ま

で
に
築
造
さ
れ
た
道
の
敷
地
で
あ
っ
た
も
の
を
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
（
道
路
法
第
十
八
条
第
一
項
の
道
路
管
理
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
土
地
の
取
得
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
前
条
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
道
路
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
十
分
の
十
を
沖
縄
県
に
対
し
て
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ

る
道
路
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
十
分
の
八
を
当
該
道
路
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
町
村
に
対
し
て
、
補
助
す
る

も
の
と
す
る
．

２
．
３
（
略
）

（
定
義
）

・
九
・
八
政
二
六
○
）

で

（
昭
五
二
・
五
・
一
八
法
四
○
）

圓
し大

東
亜
戦
争

ノ

（
二
口
メ
モ
）
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④
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
二
五
，
七
・
三
一
政
二
四
五
）

③
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
四
○
・
三
・
三
一
政
九
六
）

（
寡
婦
の
範
囲
）

第
七
条
の
二
斗

る
も
の
は
、
蜂
法

（
寡
婦
の
範
囲
）

第
十
一
条
法
唾

十
一
条
法
第

一
太
平
洋
戦
争
の
終
結
の
当
時
も
と
の
陸
海
軍
に
属
し
て
い
た
者
で
、
ま
だ
法
の
施
行
地
内
に
帰
ら
な
い
も
の

二
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
太
平
洋
戦
争
の
終
結
の
当
時
法
の
施
行
地
外
に
あ
っ
て
ま
だ
法
の
施
行
地
内
に

帰
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
帰
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
同
号
に
掲
げ
る
者
と
同
様
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三
～
五
（
略
）

２
（
略
）

2

へ

略
一

二
条
第
一
項
第
三
十
一
号
ィ
又
は
口
（
寡
婦
の
意
義
）
に
規
定
す
る
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で

政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
妻
と
す
る
。

一
太
平
洋
戦
争
の
終
結
の
当
時
も
と
の
陸
海
軍
に
属
し
て
い
た
者
で
、
ま
だ
国
内
に
帰
ら
な
い
も
の

二
前
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
、
太
平
洋
戦
争
の
終
結
の
当
時
国
外
に
あ
っ
て
ま
だ
国
内
に
帰
ら
ず
、
か
つ
、
そ

の
帰
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
同
号
に
掲
げ
る
者
と
同
様
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

三
～
五
（
略
）霧

第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
一

次
に
掲
げ
る
者
の
妻
と
す
る
。

号
ィ
又
は
口
に
規
定
す
る
夫
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め

匿
露 大

東
亜
戦
争

（
二
口
メ
モ
）
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